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法人の管理運営を円滑にするポイント③
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　私がまだ幼稚園に入る前だったと記憶しています。
　その日は真夏で、蝉の声が大合唱をしていました。
　幼い私は、遊び疲れて、丁度昼寝の時間だった事もあり、和室で倒れるように寝てしまいま
した。
　それを見た母親が、私の頭を持ち上げて枕を下に敷き、お腹が冷えないようにとお腹にタ
オルケットを掛けてくれました。
　それに気が付く事なく、私はそのまま寝入っていました。
　どのくらい寝ていたか、私は突然、生まれて初めての感覚を体で感じました。
　それは、体の感覚はあるのですが、全く動かすことが出来なくなったのです。
　幼いながらも私は、これが金縛りなのだと思いました。お寺で育ったせいか、私は金縛りに
ついての知識がこの歳にしてあったのです。体は全く動きませんが、目だけは開けることが
出来ました。
　目を開けた視野の中には、黒い大きな影が動いているのが見えました。そしてその影は、寝
ている私の周りをグルグルと回り始めました。
　何週かすると、その影は、私の耳元の辺りで止まると、こう言いました。
「足ちょうだい」と。
　私は、お化けには足がないから欲しいのかなと思いましたが、あげるわけにはいきません。
「足はあげられへん」そう私が心の中で言うと、黒い影は再び私の周りを回り始めました。
　そして、足下で止まる気配がしたその時です、黒い影は、私の両足首を掴んで、そのまま
引っ張ったのです。私の体は一瞬ではあるのですが、ズズズッと、畳の上を引きずられまし
た。その時、枕から頭が落ちて、金縛りから解放されたのです。
　「あのお化けは、よほど足が欲しかったのだろなあ」と、そう感じた、幼き頃のひと夏の思い
出です。
　さて、亡くなった方には足がない、ということはないと思いますが、この経験から、お亡く
なりになられた方々は、死後、無になる訳ではないということを知りました。
　この体験は、幼い私に色々な事を考えさせてくれたのです。
　死後の世界があるならば、今生きている内に悪いことをすると、恐らく罰のようなものが
当たるに違いないと思ったのです。
　この時の私は、所謂、因果応報というシステムの存在を何となく感じました。
　それに、知っている人が死ぬ事は悲しい事ではあるが、いつか自分が死んだ時には再会で
きるのだとも感じました。
　死後、亡くなった祖父母や父と再会した時には、この世での自分の生き方を褒めて貰える
ように、今も頑張っています。

　宗教法人の行事の後には必ず総代世話人の集まりをもち，ここで総代等が抱えている問題を出し合って，こ
こで決めたことを必ず議事録に残しておくということを，ある方から聞きました。
　この方は，昔からの慣行を宗教法人法や法人規則で要求される手続に如何にして適合させるかということに
苦労されたそうです。代表役員になった頃は，世話人会が最高の意思決定機関の如き状態であって，責任役員
（会）のことを話そうものなら，それこそ血相を変えて怒る人もいたということです。責任役員のなかには，他の
宗教法人の代表者もいますから，そのような部外の人の意見をきく必要はないということのようです。

三木 大雲プロフィール

＜従来の慣行と責任役員（会）の適合が肝要＞　

　そこで総代・世話人会を開いた時に，面倒でも世話人会の議事録，総代会の議事録を作成し，最後に宗教法人
法が要求している責任役員会の議事録をつくり，それぞれに毎回署名人を決めて，代表役員が署名捺印しても
らっているということです。もちろん他の宗教法人の代表者である責任役員（会社では，社外取締役に相当す
る）にも必ず出席してもらっているとのことでした。
　そして，時とともに責任役員（会）が最終的に決めるという宗教法人のシステムもだんだんと理解されてきた
そうです。

●議事録を作成すること

　議事録を作成するということは，決まったことを後日のために明確にしておくということから，特に寺院の総
代（会）や世話人（会）等では欠かせません。会議になれていない為，決まったことをむし返す人がいるから堂々巡
りになってしまいがちです。
　会議を開催するといっても役所や大会社のようにビジネスライクに行うわけではなく，食事をしながらとか，
酒を飲みながらとかいったものです。重要案件を決めるまでは酒肴を出さないのは当然のことながら，後で酒
が入ると何を決めたのか確認できなくなってしまうこともあります。かといって会議を終えたら「はい解散」と
いうわけにもいかないでしょう。地方によっても異なりますが，酒肴が楽しみだという人達は結構多いもので
す。誤解をおそれないでいえば，そういった人間関係を作り上げることこそ法人の管理運営の要だともいえるか
らでしょう。

●普段の交流こそ管理運営の要諦

　特に無住のお寺や神社へ新しく住職や神官が赴任されると，それまで総代や世話人によって運営されていた
慣行と，宗教法人法や法人規則との間で板ばさみになって苦労されている方が多いようです。
　宗教上の規則・規律・慣習・伝統は，法令や規則や宗制に制限されることになっていますが（宗教法人法第１８
条５号），だからといって，すぐさま従来の慣行を無視して事を運ぼうとすると，これまた紛争の種になるという
ことも考えられます。ですから「住職３年ものいわず」という嘆きの言葉も生まれました。先程に例を挙げた方の
話は，それをうまく解決する方法を示唆してくれていると思います。　　　

●慣行に合わせながら

子供の頃の夏の思い出

（ミキ　ダイウン）

京都市で寺の次男として生まれる。
実家は兄が継いだため、各地を流浪した。2005年、日蓮宗蓮久寺の第38代住職となる。
怪談を切り口にわかりやすく説法を説く「怪談説法」を確立。
実際にあった相談に基づく怪奇現象、自身の体験など、現代の怪談を説法へと繋ぎ、考え方や生き方、
死生観が変わる仏教の教えを説く活動をしている。
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